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日
本
で
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
が

に
わ
か
に
注
目
さ
れ
た
背
景
に
は
、
５
年

前
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
福
島
第
一

原
発
事
故
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

放
射
能
に
よ
り
、
い
ま
だ
に
自
分
の
家

に
戻
れ
な
い
人
々
が
い
て
、
大
切
な
大
地

を
汚
染
さ
れ
、
元
の
生
活
に
戻
れ
な
い
、

ま
た
常
に
放
射
能
汚
染
の
心
配
を
し
な

が
ら
生
活
す
る
原
発
事
故
の
こ
わ
さ
を

知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
原
子
力
に
よ
る

発
電
所
が
日
本
列
島
を
取
り
囲
ん
で
い

る
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。 

 

原
発
に
頼
ら
な
い
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
利
活
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

一
つ
に
太
陽
光
発
電
が
あ
り
ま
す
。 

町
内
外
を
歩
い
て
み
る
と
、
い
つ
の
間

に
か
畑
や
空
き
地
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
が

敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

以
前
、
登
谷
山
牧
場
に
は
、
多
く
の

人
が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
南
面
は

木
が
切
り
倒
さ
れ
て
「
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
」

（
大
規
模
発
電
）
の
パ
ネ
ル
が
設
置
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

「
秩
父
の
自
然
が
残
る
地
域
の
中
に

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
は
景

観
が
そ
こ
な
わ
れ
る
」「
大
雨
に
よ
る
土

砂
災
害
や
飲
み
水
な
ど
、
環
境
に
与
え

る
影
響
は
な
い
の
か
」
突
然
の
工
事
で

そ
の
下
の
ほ
う
に
住
む
方
か
ら
心
配
の

声
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

設
置
会
社
の
責
任
者
は
「
地
元
説
明

会
は
一
回
開
い
た
。
大
雨
に
た
い
す
る

対
応
は
『
雨
水
ま
す
』
を
設
置
」
と
答

え
て
い
ま
し
た
。 

 

「
説
明
会
は
知
ら
な
か
っ
た
し
、
集

中
豪
雨
な
ど
心
配
だ
」 

 

ま
た
、
大
淵
と
野
巻
の
さ
か
い
に
も

「
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
」
が
山
肌
に
そ
そ
り

立
つ
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
近

所
に
住
む
方
は
「
夏
、
照
り
返
し
な
ど

で
気
温
が
今
以
上
に
あ
が
る
の
で

は
？
」
と
心
配
し
て
い
ま
す
。 

 

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
は
大
事
な

こ
と
で
す
が
、
問
題
点
も
出
て
き
て
い

ま
す
。 

 
 

 

（
常
山
知
子
） 

Ｑ
＆
Ａ 

「
安
保
法
制
」
を
「
憲
法
違
反
の 

戦
争
法
」
と
い
う
の
は
？ 

Ｑ 

昨
年
の
国
会
で
成
立
し
た
「
安
保

法
制
」
を
「
憲
法
違
反
の
戦
争
法
」
だ

と
批
判
す
る
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
？ 

Ａ 
「
安
保
法
制
」
は
新
法
の
海
外
派

兵
恒
久
法
（
＊
）
と
、
自
衛
隊
法
な
ど

１
０
の
法
律
を
ま
と
め
て
改
定
し
た

も
の
で
す
。 

 

「
集
団
的
自
衛
権
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の

戦
争
に
参
戦
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
Ｐ

Ｋ
Ｏ
活
動
な
ど
で
も
、
自
衛
隊
が
武
力
行

使
に
踏
み
出
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。 

 

＊
正
式
名
称
は
「
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際

し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す

る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
」
。
安
倍
政
権

は
、
こ
れ
を
「
国
際
平
和
支
援
法
」
と
言
い
ま
す
が

「
支
援
」
対
象
は
「
諸
外
国
の
軍
隊
」
で
す
。
イ
ラ

ク
戦
争
の
よ
う
な
場
合
に
、
特
別
措
置
法
を
つ
く
ら

ず
に
い
つ
で
も
自
衛
隊
を
派
兵
し
て
外
国
軍
隊
の
支

援
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。 

 

安
倍
政
権
は
「
平
和
安
全
法
制
」
な
ど

と
称
し
ま
す
が
、
国
際
紛
争
を
平
和
的
手

段
で
解
決
す
る
た
め
の
法
律
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
政
府
自
身
が
「
憲
法
上
許
さ
れ
な

い
」
と
言
っ
て
き
た
海
外
で
の
武
力
行
使

に
踏
み
出
す
た
め
の
法
律
で
す
。 

 

「
平
和
安
全
保
障
関
連
法
」
は
、
憲
法

９
条
が
禁
じ
る
国
際
紛
争
解
決
の
た
め
の

武
力
行
使
を
可
能
と
す
る
も
の
で
、
憲
法

違
反
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
「
平

和
・
安
全
」
の
名
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

内
容
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
戦
争
法
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
月
刊
学
習
）
よ
り 


